
農
業
振
興
地
域
内
農
用
地
区
域
の

除
外
・
編
入
要
望
の
受
付

　
農
業
振
興
地
域
内
農
用
地
区
域

︵
農
振
農
用
地
︶
に
指
定
さ
れ
て

い
る
農
地
の
転
用
に
は
、
事
前
に

農
振
農
用
地
か
ら
の
除
外
手
続
が

必
要
で
す
。

受
付
期
間

　
10
月
１
日
㈫
〜
31
日
㈭

　
８
時
30
分
〜
12
時

　
13
時
〜
17
時
15
分

　︵
土
日
祝
日
を
除
く
︶

※

受
付
期
間
中
に
除
外
の
見
込
み

　
が
あ
る
と
判
断
で
き
た
案
件
の

　
み
、
要
望
書
を
お
渡
し
し
ま
す
。

※

受
付
後
の
要
望
書
類
提
出
期
限

　
は
、
11
月
７
日
㈭
で
す
。

※

日
程
調
整
の
た
め
、
来
庁
前
に

　
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
受
付
期
間

　
以
外
で
も
相
談
は
随
時
可
能
で

　
す
。

受
付
場
所

　
・
農
業
振
興
課
︵
要
望
地
が
旧

中
津
川
市
内
︶

　
・
各
総
合
事
務
所
︵
要
望
地
が

旧
恵
北
地
区
と
山
口
地
区
︶

受
付
要
件
　
転
用
目
的
が
地
域
住

　
民
の
生
活
上
必
要
な
施
設
で
緊

　
急
を
要
す
る
限
定
的
か
つ
具
体

　
的
な
も
の
で
、
立
地
条
件
が
周

　
囲
の
営
農
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な

　
い
こ
と
。
な
お
、
集
団
化
し
た

　
農
地
や
ほ
場
整
備
さ
れ
た
農
地

　
を
除
外
す
る
こ
と
は
原
則
と
し

　
て
で
き
ま
せ
ん
。

必
要
書
類
　
農
地
お
よ
び
転
用
計

　
画
の
確
認
が
で
き
る
も
の
︵
登

　
記
簿
、
字
絵
図
、
配
置
図
、
現

　
況
写
真
な
ど
︶

　 

農
業
振
興
課
︵
☎
内
線

264
︶

10
月
は
食
品
ロ
ス
削
減
月
間

そ
の
﹁
も
っ
た
い
な
い
﹂、

減
ら
し
ま
せ
ん
か
？

　
日
本
で
は
、
令
和
４
年
度
に
約

472
万
ト
ン
の
食
品
ロ
ス
が
発
生
し

た
と
推
計
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う

ち
の
約
半
分
は
家
庭
か
ら
廃
棄
さ

れ
て
い
ま
す
。

■
食
品
ロ
ス
を
減
ら
す
コ
ツ
！

・
食
材
の
在
庫
を
確
認
し
て
か
ら

買
い
物
へ

・
使
う
分
だ
け
買
い
、
無
駄
な
く

使
い
切
る

・
食
べ
ら
れ
る
分
だ
け
作
り
、
残

さ
ず
食
べ
切
る

　
食
品
ロ
ス
削
減
の
た
め
に
、
一

人
ひ
と
り
の
取
り
組
み
が
大
切
で

す
。
で
き
る
こ
と
か
ら
始
め
ま

し
ょ
う
！

　 

環
境
政
策
課
︵
☎
内
線

542
︶

８
 

2024年   10月

問問

広 

告

年金生活者支援給付金

・65歳以上
・世帯員全員が市民税非課税
・年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下

・前年の所得額が約472万円以下

■受け取りまでの流れ

年金を受給しはじめる方へ

■対象者

老齢基礎年金の受給者

障害基礎年金、または遺族基礎年金の受給者

給付金専用ダイヤル（☎0570－05－4092）

市民保険課（☎内線116）

日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話
や案内にご注意ください。

ご家族や周りの方で請求されていない方はいませんか？

　公的年金などの収入やその他の所得額が一定基準
額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金
に上乗せして支給されます。

対象者には、日本年金機構から給付金の受け
取りに関するお知らせが届きます。

令和７年１月６日までに請求手続きが完了す
ると、令和６年10月分からさかのぼって受け
取ることができます。

年金の請求手続きと併せて、年金事務所、市民
保険課または総合事務所、地域事務所で請求手
続きをしてください。

同封のはがきに記入のうえ提出してください。

①届く

②請求する

③受け取る

①届く

②請求する

③受け取る

問・申込

担当課

財政課（☎内線432）問
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